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給水分岐短管を使用した工事に関する特記仕様書 

 

令和３年４月１日 

 

１ 適用 

本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管布設替工事等において、給水分岐に給水分岐短管を使用

する工事に適用する。 

なお、本仕様書に記載のない事項については「横浜市水道局設計標準図」「水道工事標準仕様書」「水道

工事施工管理基準」による。 

 

２ 給水分岐短管の材料調達について 

給水分岐短管の材料調達については、横浜市水道局の指定する別添１の「給水分岐短管製作仕様書」

による。 

 

３ 管布設に関する一般施工について 

給水分岐短管の一般施工に関する管布設掘削標準図については「横浜市水道局設計標準図」による。

給水分岐箇所の掘削標準図については、別添２の「給水分岐短管掘削標準図」による。 

 

４ 給水装置工事の施工について 

給水装置の分岐については、給水分岐短管による給水分岐を行い、それ以外の給水装置工事の施工に

ついては「水道用波状ステンレス鋼管を使用した給水管取付替工事特記仕様書」により行うものとする。 

 

５ 給水分岐短管の配管記号について 

給水分岐短管の配管記号については、次のとおりとする。 

（１）口径75mmから200mm 

 

 

 

 

 

 

（２）口径50mm 

 

 

GX形給水分岐短管（片受） GX形給水分岐短管（両受） 

S50形給水分岐短管（片受） 
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給水分岐短管製作仕様書 

 

１ 適用範囲 

本仕様書は、横浜市水道局が発注する工事で使用する給水分岐短管の製作に適用する。 

 

２ 製作図等 

  承認図の内容をsxf fileにし、CD-R １枚に保存したものを発注担当課へ提出し、本市の承認を得る

こと。 

   

３ 検査 

  検査にあたっては、水道法第５条第４項に基づく、水道施設の技術的基準を定める省令(厚生労働省

令）に規定する資機材等の浸出基準、及び機械的性能等について、社団法人 日本水道協会が定める水

道用品検査規程、検査通則及び検査施行要領により、実施するものとし、製造者の受検証明書を発注

担当課へ提出しなければならない。 

なお、これら検査は、社団法人 日本水道協会に依頼し、実施するとともに、検査に要する費用等に

ついては、すべて製作者が負担するものとする。 

 

４ 規格 

 この仕様書により製作する給水分岐短管は下記規格に準拠すること。これらの規格は、その 新版

（追補を含む。）を適用する。 

JWWA Ｇ 112 水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装 

JWWA Ｇ 114 水道用ダクタイル鋳鉄異形管 

JWWA Ｂ 117 水道用サドル付分水栓 

JWWA Ｋ 139 水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料 

JDPA Ｇ 1049 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 

JDPA Ｇ 1052 Ｓ５０形ダクタイル鋳鉄異形管 

JDPA Ｚ 2004 ダクタイル鋳鉄管類の表示 

 

５ 定義 

この仕様書で用いる主な用語の定義は次による。 

（１）管体 

給水分岐短管を構成する部材のうち、主として配水管路に接続する部分で、ダクタイル鋳鉄から

なる部分をいい、給水分岐用の座を有するもの。 

（２）栓 

給水分岐短管を構成する部材のうち、主として給水管の接続や止水のための機構を有する部分を

いい、銅合金、ゴム、その他樹脂製品からなる。 

（３）管 

給水分岐短管として、管体と栓を一体に組み立てた製品。 

（４）取付ボルト 

栓と管体の締結に用いるボルトで、ステンレス製の六角ボルトに耐食性向上のための樹脂コーテ

ィングならびに樹脂製材料等による絶縁処置を施したもの。 

６ 管の材料 

（１）管体の材質はダクタイル鋳鉄（FCD420-10）とする。 

（２）栓の材料は、通常の使用及び施工に耐えられるだけの強度及び耐久性を有し、かつ水質に悪影

響を及ぼさないものとする。 

（３）管体と栓は、取付けボルトで締結する。 

 

７ 塗装 

  管体部にはすべて塗装を施し、各部の塗装及び塗装の範囲は、別紙「給水分岐短管塗装仕様」によ

別添 1 
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る。 

 

８ 試験及び検査方法 

管の試験および検査方法は、次による。 

（１）耐圧試験 

耐圧試験は、栓を管体に適切な方法で取り付けた管の両端を塞ぎ、栓を開いた後給水管取出口をキ

ャップで塞ぎ、1.75MPaの水圧を加え、1 分間保持する。このとき、耐圧部に漏れ、変形、破損、にじ

み、その他異常があってはならない。 

（２）止水試験 

止水試験は、栓を管体に適切な方法で取り付けた管の両端を塞ぎ、栓を閉めた後、0.75MPaの水圧を

加え30 秒間保持する。このとき、シート漏れ、その他の異常があってはならない。 

（３）作動試験 

作動試験は、栓を管体に適切な方法で取り付けた管の両端を塞ぎ、0.75MPaの水圧を加えながら栓を

開閉する。このとき、運動部分が円滑に作動し、ずれ、漏れなど異常があってはならない。 

（４）浸出試験 

   管体部：JWWA G 114 により行う。 

   栓 部：JIS S3200–7 により行う。 

 

９ その他 

  この仕様書に疑義がある場合は、遅滞なく水道局担当者に通知し、その指示を受けなければならな

い。 
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